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令和５年１２月農業委員会定例総会議事録

令和５年１２月農業委員会定例総会を令和５年１２月２７日（水）午後３時から

日向市役所 第１・２・３委員会室において開催する。

農業委員の出欠

出 席 委 員（１４名）

１番 股 野 満 男 ２番 細 川 豪 邦

３番 甲 斐 英 敎 ４番 前 川 ふ じ 子

５番 平 野 直 樹 ６番 山 本 孝 志

７番 海 野 善 文 ８番 鈴 野 淺 夫

９番 治 田 健 １０番 松 木 親 則

１１番 山 本 恵 子 １２番 黒 木 耕 作

１３番 池 田 慶 子 １４番 新 名 浩

欠 席 委 員（０名）

農地利用最適化推進委員の出席者

出 席 委 員（１４名）

１５番 岩 田 政 詞 １６番 黒 木 義 行

１７番 橋 口 泉 １９番 佐 藤 力

２０番 田 代 百 合 子 ２２番 黒 木 博

２３番 海 野 茂 実 ２４番 伊 東 松 実

２５番 溝 口 一 文 ２６番 黒 木 藤 市

２７番 黒 木 敬 治 ２８番 黒 木 豊 喜

２９番 山 口 佐知男 ３０番 児 玉 克 朗

事務局出席者

事 務 局 長 多 田 好太郎 事務局長補佐 柏 田 高 宏

主 任 主 事 井 本 彩
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日程第１ 議事録署名者の指名

３番 甲斐 英敎 委員 ８番 鈴野 淺夫 委員

日程第２

議案第６８号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議案第６９号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

議案第７０号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

議案第７１号 農業経営基盤強化促進法附則第５条第１項の規定による農用地利用集積計画に

ついて

議案第７２号 非農地証明願いについて

議案第７３号 農地のあっせん申出について

議案第７４号 農業委員会等に関する法律第３８条の規定に基づく市長への意見書について

報告第５０号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

報告第５１号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について

報告第５２号 非農地証明願いについて（市街化区域）

報告第５３号 農地法第１８条第６項の規定による通知について

報告第５４号 農地転用許可申請後の許可状況報告について
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以上、会議の顛末を記し、記録に相違ないことを認めここに署名する

会 長

３ 番

８ 番
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議事録

開 会 午後３時００分

議長

議長

事務局

議長

それでは、ただいまから令和５年１２月日向市農業委員会定例総会を開会し

ます。なお、いつもお願いしておりますが、携帯電話は、電源を切るかマナー

モードに設定してください。次に私語を慎んでください。また、発言される際

は議席番号を言ってから発言してください。議事録作成に支障をきたしますの

でよろしくお願いします。

開会に先立ち報告いたします。本日の会議に１８番菊田泰德委員、２１番河

野美紀委員から欠席の届出がありましたので報告します。

日程第１、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員に３番甲斐英

敎委員、８番鈴野淺夫委員を指名します。よろしくお願いします。

次に日程第２、議案審議に入ります。

まず議案第６８号農地法第３条第１項の規定による許可申請についてであり

ます。

それでは、事務局に説明をお願いします。

受付番号４７、土地の所在地は日知屋、田が３筆で１，４７０㎡です。権利

の種類は贈与による所有権移転で、所有権移転後は、譲受人が管理をされると

伺っています。

受付番号４８、５２は関連がありますので、合わせて説明します。土地の所

在地は東郷町山陰、田が５筆で３，４９４㎡です。譲受理由は規模拡大、譲渡

理由は農業廃止及び耕作不便で、売買による所有権移転です。

所有権移転後は、果樹を栽培されると伺っています。

受付番号５０、土地の所在地は平岩、田が１筆で２，０００㎡です。権利の

種類は贈与による所有権移転で、所有権移転後は、譲受人が管理をされると伺

っています。

受付番号５１、土地の所在地は東郷町山陰、田が２筆で２，４５７㎡です。

譲受理由は規模拡大、譲渡理由は農業廃止で、売買による所有権移転です。

所有権移転後は、水稲を作付されると伺っています。

受付番号５３については、まず資料の訂正をお願いします。譲受人と譲渡人

が逆になっています。申し訳ありません。それでは、説明させていただきま

す。土地の所在地は東郷町山陰、畑が１筆で１，５２３㎡です。譲受理由は規

模拡大、譲渡理由は労力不足で、売買による所有権移転です。所有権移転後

は、露地野菜を作付されると伺っています。

受付番号５４、土地の所在地は美々津町、田が１２筆で９，３０６㎡です。

贈与による所有権移転で、所有権移転後は水稲を作付されると伺っています。

受付番号５５、５６は関連がありますので合わせて説明します。土地の所在

地は平岩、畑が２筆で７８４㎡です。譲受理由は規模拡大、譲渡理由は相手方

の要望で、売買による所有権移転です。所有権移転後は、露地野菜を作付され

ると伺っています。

全て農地法第３条第１項の規定による許可申請で、同法の第２項の各号には

該当いたしません。

以上９件、皆さまのご審議をお願いいたします。

はいありがとうございました。

それでは一旦ここで休憩をいたします。

（休憩）



記 録

－６－

議長

１６番委員

議長

１７番委員

議長

３０番委員

議長

１５番委員

議長

２０番委員

議長

事務局

２０番委員

議長

３０番委員

議長

それでは、再開します。

番号４７担当の１６番委員から補足があれば説明をお願いします。

１６番委員です。この件につきましては、地元の農業委員である１２番委員

と連絡を取りまして、内容の説明を受けております。別に何ら問題がないとい

うことを確認しております。以上です。

ありがとうございました。

次に、番号４８及び５２担当の１７番委員から補足があれば説明をお願いし

ます。

１７番委員です。まだ以前に許可した農地の改良がされていませんので、今

回は保留という形でお願いします。

ありがとうございました。

次に、番号５０担当の３０番委員から補足があれば説明をお願いします。

３０番委員です。この件は元々譲受人に相続という話が出ていたが、長男が

手違いで自分の土地にしていたものを、双方の同意の下、本来の形に戻すとい

う申請なので、全く問題はありません。

ありがとうございました。

次に、番号５１担当の１５番委員から補足があれば説明をお願いします。

１５番委員です。特に問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号５３担当の２０番委員から補足があれば説明をお願いします。

２０番委員です。この土地には、小さめの倉庫が建っていたと思うのです

が。

はい、事務局。

はい。ご指摘のとおり、こちらの５３番は先々月、譲渡人が４条の転用申請

を、農業用倉庫で出しています。本来であれば、分筆をして別々で申請してい

ただきたかったのですが、分筆の予定がないということで、倉庫の部分が違反

転用の状態だったため、是正した状態で、３条で全て譲受人へ売買されるとい

うことで申請されています。以上です。

分かりました。

ありがとうございました。

次に、番号５５、５６担当の３０番委員から補足があれば説明をお願いしま

す。

３０番委員です。特に問題ありません。

ありがとうございました。

それでは、４８番、５２番を除いた案件につきまして、他に質問等はござい

ませんか。
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議長

議長

議長

事務局

議長

１５番委員

議長

議長

事務局

無いようですので、お諮りします。４７、５０、５１、５３、５４、５５、

５６の案件につきまして、賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。全員賛成ですので原案のとおりとします。

つづきまして、番号４８、５２につきましては、保留ということで進めたい

と思いますが、他にご意見等ございませんか。

無ければ、この案件につきましては保留ということで一旦戻したいと思いま

すがよろしいでしょうか。

（全員挙手）

ありがとうございました。それでは、保留とさせていただきます。

次に議案第６９号農地法第４条第１項の規定による許可申請についてであり

ます。それでは、事務局に説明をお願いします。

受付番号１２、土地の所在地は東郷町山陰、畑が１筆で５４４㎡です。転用

目的は堆肥舎ですが、追認とありますように既に転用済みです。申請人にお話

を伺ったところ、畜舎を建築した際に、農地であることを認知しておらず、一

緒に建築してしまったとのことです。顛末書も提出されています。排水は適正

に処理しているため周辺農地への影響はなく、追認申請のため新たな費用は発

生しません。以上のことから一般基準を満たしており、第２種農地の許可基準

に該当し、転用目的から代替地もないことから、立地基準も満たしていると考

えられます。

以上１件、皆さまのご審議をお願いします。

ありがとうございました。

それでは、番号１４担当の１５番委員から補足があれば説明をお願いしま

す。

１５番委員です。特に問題ありません。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件について、質疑はございませんか。

無いようですので、お諮りします。賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。全員賛成ですので原案のとおりとします。

次に議案第７０号農地法第５条第１項の規定による許可申請についてであり

ます。それでは、事務局に説明をお願いします。

受付番号１９、土地の所在地は平岩、田が６筆で６１７㎡です。転用目的は

車両通路設置及び工事車両用駐車場ですが、先日現地調査を行ってお話を伺っ

たところ、工事終了後はサーフィン等の駐車場に活用するとのことでしたの

で、転用目的を車両通路設置及び駐車場と修正をお願いします。

市街化区域にあたる申請地の北側を申請人が造成予定で、造成にあたり車両

通路が必要となり譲渡人に相談したところ、売買が成立したため申請されまし

た。生活雑排水等は発生せず、資金証明も提出されています。以上のことから

一般基準を満たしており、第２種農地の許可基準に該当し、転用目的から代替
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議長

３０番委員

議長

２番委員

議長

議長

議長

事務局長

議長

事務局

地もないことから、立地基準も満たしていると考えられます。

以上１件、皆さまのご審議をよろしくお願いします。

ありがとうございました。

それでは、番号１９担当の３０番委員から補足があれば説明をお願いしま

す。

３０番委員です。先日現地調査をしましたが、現地においでになった行政書

士の方に話をしたのですが、農地を軽く転用してもらっては困ると、先々地域

の方に対して何か利益になるようなことに資するのであれば良いのですが、こ

の会社自体が、何らかの形で将来事業を進めるだけであれば、農地転用は他の

ところを探していただくというようなことも含めてですね、できれば一筆入れ

て欲しいというようなことは言っております。それがどうなるかは分かりませ

んけれども。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件について、質疑はございませんか。

２番委員です。今度の案件で許可が出た場合に、その後、駐車場以外に利用

された時に、何らかの行政的な指導法等はあるのでしょうか。例えば、最初は

一時転用で出してきたものが、駐車場ということで追加資料として出し直すと

いうことなので。許可出した後に、駐車場として利用されていない場合。

一時転用として、工事車両用だったのが永久的に駐車場ということですが、

それが駐車場でなくなった場合に。３０番委員の話と同じですが。

一旦休憩します。

（休憩）

それでは再開します。

この件に関しまして、他にご意見等ございましたらお願いします。

無いようですので、お諮りします。賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。全員賛成ですので原案のとおりとします。

ここで休憩します。

議案第７１号番号２２は委員案件となっております。松木委員はご退席をお

願いします。

再開します。

議案第７１号農業経営基盤強化促進法附則第５条第１項の規定による農用地

利用集積計画についてであります。それでは、番号２２について事務局に説明

をお願いします。

受付番号２２、土地の所在地は塩見、田が１１筆で１，９１６．２８㎡、畑

が１筆で３，３８４㎡、合計５，３００．２８㎡です。全て、贈与による所有

権移転です。譲受人は、主に畜産業を営む認定農業者です。許可後は露地野菜

等を作付されるとのことです。

以上１件、皆さまのご審議をお願いします。
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議長

１９番委員

議長

議長

事務局長

議長

事務局

議長

２３番委員

議長

１６番委員

ありがとうございました。

それでは、番号２２担当の１９委員から補足があれば説明をお願いします。

１９番委員です。特に問題ありません。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件について、質疑はございませんか。

無いようですので、お諮りします。賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。全員賛成ですので原案のとおりとします。

ここで休憩します。

松木委員はご入室下さい。

再開します。

次に議案第７１号番号２３から２６について、事務局に説明をお願いしま

す。

受付番号２３については、資料の訂正をお願いします。譲受人と譲渡人が逆

になっています。申し訳ありません。それでは説明します。土地の所在地は東

郷町山陰、田が５筆で５，８１３㎡です。権利の種類は使用貸借権の設定で、

４筆は新規設定、１筆は更新となっています。期間は令和６年２月１日から５

年間です。

受付番号２４、土地の所在地は財光寺、田が１筆で９９１㎡です。権利の種

類は新規での賃貸借権の設定で、対価は反当たり玄米３０㎏です。期間は令和

６年２月１日から５年間です。

受付番号２５、土地の所在地は財光寺、田が１筆で９９１㎡です。権利の種

類は新規での賃貸借権の設定で、対価は反当たり玄米３０㎏です。期間は令和

６年１月１日から５年間です。

受付番号２６、土地の所在地は東郷町山陰、田が３筆で３，４５１㎡です。

権利の種類は売買による所有権移転で、対価は６００，０００円です。譲受人

は主に畜産業を営む認定農業者です。所有権の移転時期は令和５年１２月２８

日です。

以上４件、皆さまのご審議をお願いします。

ありがとうございました。

それでは、番号２３担当の２３番委員から補足があれば説明をお願いしま

す。

２３番委員です。特に問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号２４担当の１６番委員から補足があれば説明をお願いします。

１６番委員です。譲受人、譲渡人双方に内容を確認しております。何の問題

もありません。ただ、譲渡人がまだ未相続なので、相続の手続きを早くした方

が良いですよという話はしております。
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議長

２６番委員

２８番委員

議長

１５番委員

議長

議長

事務局

議長

１６番委員

議長

議長

事務局

ありがとうございました。

次に、番号２５担当の２６番委員および２８番委員から補足があれば説明を

お願いします。

２６番委員です。特に問題ありません。

２８番委員です。特に問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号２６担当の１５番委員から補足があれば説明をお願いします。

１５番委員です。特に問題ありません。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件について、質疑はございませんか。

無いようですので、お諮りします。賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。全員賛成ですので原案のとおりとします。

次に議案第７２号非農地証明願いについてであります。それでは、事務局に

説明をお願いします。

受付番号１７、土地の所在地は日知屋、畑が１筆で６９㎡です。

先日担当委員と事務局で現地調査を行いましたが、申請地はとても耕作でき

るような場所でないことから、何十年も未耕作地であり、現況としては原野の

状態でした。

以上１件、皆さまのご審議をよろしくお願いします。

ありがとうございました。

それでは、番号１７担当の１６番委員から補足があれば説明をお願いしま

す。

１６番委員です。今事務局から説明がありましたように、農地というより道

路の法面で、急傾斜地です。人が入れるような状態の場所ではありません。そ

ういうことで、問題ありません。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件について、質疑はございませんか。

無いようですので、お諮りします。賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。全員賛成ですので原案のとおりとします。

次に議案第７３号農地のあっせん申出についてであります。それでは、事務

局に説明をお願いします。

受付番号１２、土地の所在地平岩、畑が２筆で１，５０３㎡です。

所有者の子である申出人より、貸したいということで申し出がありました。

以上１件、皆さまのご審議をよろしくお願いします。



記 録

－１１－

議長

農地部会長

議長

議長

事務局

ありがとうございました。

ここで、農地部会長に報告をお願いします。

はい。農地部会長です。本日、総会前に農地部会で協議しましたので、ご報

告します。

農地部会で協議をした結果、現況のままでは畑としては使用できないので、

畑として利用できる状態にして、再度申請していただいた方が良いということ

になりました。ですから、あっせん委員は決定しておりません。

以上、ご報告します。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、あっせん不可能という結論が

出たようです。

農地部会長の提案どおり賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。全員賛成ですので農地部会長提案のとおりとしま

す。

次に議案第７４号農業委員会等に関する法律第３８条の規定に基づく市長へ

の意見書についてであります。それでは、事務局に説明をお願いします。

先日の認定農業者連絡協議会会員さんと、農業委員会の委員で意見交換会を

いたしました。その結果を踏まえて、意見書の文面を案として作成をしており

ます。

２枚目をお開きください。令和５年度農地等利用最適化の推進に関する意見

書案についてです。全文は読み上げませんが、第一段落目としては、農業を取

り巻く環境、世界情勢等を、また、世界各地で行われている紛争に基づく影響

により資材価格等の高騰について現況を述べております。

二段落目は、国民生活に不可欠な食料的な部分、食料安保と報道等されてお

りますが、そのことについて記載しております。

三段落目には、令和５年３月に最適化推進に関する指針を改正しておりま

す。その取り組み内容を書いております。

四段落目、最後の段落には農地法に基づく意見書ですという形で提出する内

容を書いています。

令和６年１月１６日に会長及び農政部会長と、市長と面会して直接意見書を

手渡すという形で予定をしています。

３ページをお開きください。今回、意見書として主に６項目挙げておりま

す。

一つ目としまして鳥獣被害防止対策の強化について、二番目、現況に応じた

農業振興地域農用地区域の指定について、いわゆる農振農用地、色塗りのこと

ですね。三番目、地域の実態に即した農地基盤の整備について、圃場整備であ

ったり、機械化の導入に関しての整備について述べているところです。四番

目、ただいま本市でも実施しておりますが、地籍調査事業のさらなる推進につ

いて述べております。五番目、新規就農から経営承継までの支援について、新

規就農、新たに農業を承継される方への支援について述べています。最後、六

番目ですけれども、地域計画、いわゆる目標地図の作成は農業委員会に求めら

れております。その策定・推進にあたる体制の確保という形で意見を求めてい

るところです。

二番目と四番目が、先月行われた意見交換会で寄せられたものです。全国農

業会議所であったり、宮崎県農業会議もそれぞれ政府、県知事に意見書を提出



記 録

－１２－

事務局

議長

農政部会長

議長

議長

事務局長

しておりますが、この二つについては記載がないようです。１、３、５、６に

ついては、文章表現はそれぞれ若干異なるものの、伝えたい内容的にはおおむ

ね一緒のものが全国的に行われているようです。

説明は以上です。

ありがとうございました。

ここで、農政部会長に報告をお願いします。

農政部会長です。ただいま事務局から説明がありました件につきまして、農

政部会で協議をいたしました。結果、この案に基づいた形で市長へ提出すると

いうことに決まりましたので、報告します。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件について、質疑はございませんか。

無いようですので、お諮りします。意見書については部会長の提案とおりと

することに賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。全員賛成ですので農政部会長提案のとおりとしま

す。

以上をもちまして、議案の審議を終了いたします。

続きまして、報告５０号から第５４号について、事務局長から報告をお願い

します。

それでは、日向市農業委員会事務局規程による受理通知書の交付等につい

て、ご報告申し上げます。

先ず、報告第５０号農地法第３条第１項の規定による許可申請についてであ

ります。議案書では３５ページからです。これについては、令和５年１０月定

例総会に議案第６０号として「農地法第３条１項目的の買受適格証明願いにつ

いて」で承認いただいていたものです。公売として落札されており１２月１日

付け許可しております。

件数は、１件、土地は田１筆で面積は１，９６３㎡であります。

次に、報告第５１号農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出に

ついてであります。議案書では３７ページからです。

届出の件数は４件、土地は田１筆、畑５筆で面積は１，９３６㎡でありま

す。

転用目的につきましては、個人住宅、ゲストハウス等であります。

次に、報告第５２号非農地証明願いについてであります。

議案書では４１ページからです。

市街化区域における非農地証明願いの届出があり、専決しましたので報告し

ます。

届出の件数は、1 件、土地は畑２筆で面積は２７３㎡であります。

これについては、報告第５１号受付番号１０４にありました案件に関連する

ものであります。

次に、報告第５３号農地法第１８条第６項の規定による通知についてであり

ます。議案書では４３ページからです。

届出の件数は２件、土地は田４筆で面積は３，７７２㎡であります。

最後に、報告第５４号農地転用許可申請後の許可状況報告についてでありま

す。

議案書４６ページからです。



記 録

－１３－

事務局長

議長

令和５年８月、１０月の定例総会で可決した４条申請１件、５条申請１件が

県知事許可されております。

以上ご報告申し上げます。

ありがとうございました。ただいまの報告についてご意見、ご質問はありま

せんか。

ないようですのでこれを持ちましてすべての会議の日程を終了しますととも

に、議長の任を解かせていただきます。ご協力ありがとうございました。


